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事務局   定刻になりましたので，第 146 回藤沢市都市計画審議会を開催いたし
ます。 

   開会にあたりまして，高橋計画建築部長よりごあいさつ申し上げます。 
計画建築部長   本日はお忙しい中，第 146 回藤沢市都市計画審議会にご出席賜りまし

て，まことにありがとうございます。 
   ５月も終わろうとしておりますが，きょうは最高気温が 25度と夏日に

なりそうな気配でありますが，本日は平成 26 年度，最初の審議会となり
ます。後ほどご紹介いたしますが，新たにご参画いただきます委員におか

れましても，本審議会をよろしくお願い申し上げます。 
   本日は付議案件３件，報告事項１件を予定しております。委員の皆様

方にはご意見をいただきまして，本市都市計画のより良い策定のためにご

尽力いただきますようお願い申し上げます。 
それでは，審議会に移らせていただきます。 

事務局   ５月 21日開催の藤沢市議会臨時会における各常任委員会の役員の改選
に伴い，藤沢市議会からの選出委員に変更がございましたので，ご紹介い

たします。総務常任委員会委員長の加藤一委員でございます。 
加藤委員  本年度総務常任委員会委員長になりました加藤一です。委員は２度目で

すが，議会からは１年間となりますので，よろしくお願いいたします。 
事務局   ４月１日付の神奈川県人事異動に伴い，関係行政機関の委員に変更が

ございました。新たに神奈川県藤沢土木事務所長の杉山委員に就任してい

ただいておりますが，本日は公務により少し遅れるという連絡をいただい

ています。 
事務局   新たな委員を含め委員の皆様方には藤沢市都市計画についてご審議並

びにご指導を賜りたいと存じます。 
  続いて，４月１日付で藤沢市の人事異動に伴い，事務局職員に異動があ

りましたので，ご紹介いたします。（事務局職員紹介） 
  続いて，本日の資料の確認をいたします。（資料の確認） 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
事務局  それでは，次第に従い，本日の審議会を進めさせていただきます。 
   本日の都市計画審議会の成立については，藤沢市都市計画審議会条例

第６条により，審議会の成立要件は「委員の２分の１以上の出席が必要」

とされております。現在の委員の定数は 19名，現出席委員は 14名，した
がって，本日の会議は成立いたしましたことをご報告申し上げます。 

  本日の議事は，付議案件３件，報告事項１件を予定しております。付議

案件は，議第１号「藤沢都市計画道路の変更（藤沢市決定）３・５・２９

号村岡西富線」，議第２号「藤沢都市計画道路の変更（神奈川県決定）３・
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５・１戸塚茅ヶ崎線」， 議第３号「Fujisawaサステイナブル・スマート
タウン地区地区計画」の３件についてご審議いただきたいと存じます。 

   次に，報告事項として「いずみ野線延伸に向けた取組について」の１件

についてご報告いたします。運営についてはこのように進めてまいります

ので，よろしくお願いいたします。 
  次に，本審議会は，藤沢市情報公開条例第 29 条の規定により，原則公

開としております。 
会長  本日も公開としておりますので，傍聴者の方はお見えですか。 
事務局  傍聴者は３名でございます。（３名入室） 
会長  傍聴される方は，ルールを守り傍聴されるようお願いいたします。 
事務局  それでは，議事に入りますので会長，よろしくお願いいたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  はじめに，本日の議事録署名人を指名いたします。 
  お手元の委員名簿の選出区分より，市民委員と学識経験のある方から指

名いたします。山下委員と金井委員にお願いいたしますが，よろしいでし

ょうか。 
(「異議なし」の声あり) 

会長  それでは，お二方にお願いいたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  それでは，議事に入ります。 
  本日は付議案件３件，報告事項１件ということです。効率よく進めてま

いりますので，委員の皆様のご協力をお願いいたします。 
  議第１号及び議第２号は，ともに都市計画道路見直し関連の議案ですの

で，議第１号「藤沢都市計画道路の変更（藤沢市決定）３・５・２９号村

岡西富線」及び議第２号「藤沢都市計画道路の変更（神奈川県決定）３・

５・１号戸塚茅ヶ崎線」について，事務局から一括で説明をお願いします。 
事務局  それでは，「藤沢都市計画道路の変更」につきまして，議案第 1号及び

議案第2号について，一括してご説明いたします。    

今回の都市計画変更につきましては，平成22年12月に策定しました「都

市計画道路の見直し方針」に基づき廃止路線と位置づけた，村岡西富線に

ついて，都市計画道路の廃止に伴う都市計画変更を行うものです。なお，

戸塚茅ヶ崎線につきましては，村岡西富線の廃止に付随し，隅切り部分を

都市計画から除外する都市計画変更でございます。 

また，道路の都市計画決定の区分として，一般国道及び県道については

神奈川県知事が決定権者となり，自動車専用道路を除くその他の道路につ

いては，藤沢市長が決定権者となります。このため，村岡西富線の決定権
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者は藤沢市となり，戸塚茅ヶ崎線については神奈川県となります。 

まず，議案の説明に入る前に，「都市計画道路の見直し方針」の策定ま

での経過についてご説明いたします。お手元にお配りいたしました資料１，

２「都市計画道路の見直し方針（概要版）」もあわせて，ご覧ください。 

都市計画道路の見直しにつきましては，少子高齢社会の進展など，本市

を取り巻く社会経済状況の大きな変化に対応するため，平成20年12月に

「都市計画道路見直しの基本的な考え方」を策定し，この基本的な考え方

に従い，本市の都市計画道路が担うべき様々な機能を整理した上で，それ

ぞれの都市計画道路についての必要性の検証を重ねながら進めたもので

ございます。 

見直しの経過といたしましては，平成 21年 2月の第 123回都市計画審

議会から，継続的に審議をお願いし，専門部会でのご議論を計８回，審議

会で計5回，ご議論いただき，平成22年11月の第131回都市計画審議会

において，「都市計画道路の見直し方針」の最終的な答申をいただきまし

た。その後，平成22年12月の市議会建設常任委員会への報告を行い，「都

市計画道路の見直し方針」を策定したものでございます。 

次に，見直しの結果についてご説明させていただきます。見直しの対象

となる都市計画道路といたしましては，17路線33区間となっており，そ

のうち14路線28区間を「存続」路線とし，4路線5区間を「廃止」路線

といたしました。また，今後の新しいまちづくりを進めるにあたって必要

と判断し，新たに位置づける道路として，4路線を「追加」することとい

たしました。 

廃止と位置づけた路線につきましては，「その先につながる都市計画道

路のネットワークとしての機能がない」，「他の道路により代替機能を果た

している」などの理由により，総合的に判断した結果，廃止としたもので

ございます。 

廃止路線の位置と状況ですが，片瀬辻堂線と石名坂立石線を平成24年7

月6日に，善行西俣野線を平成25年11月29日に既に廃止を行っており

ます。今回，関係機関との調整が整ったことから，村岡西富線を議案とし

てあげさせていただいたものでございます。 

それでは，今回，都市計画変更を予定しております 2路線，3・5・29

号村岡西富線と3・5・1号戸塚茅ヶ崎線について，ご説明をいたします。 

まず，議案第 1号，藤沢都市計画道路 3・5・29号村岡西富線の変更に

ついてでございますが，村岡西富線は，大鋸一丁目と弥勒寺一丁目の間に

ある村岡の交差点を起点に，県道小袋谷藤沢線，戸塚茅ヶ崎線を超え，大

鋸三丁目までの延長約 1,700ｍ，幅員 12ｍの道路です。村岡西富線は｢翠
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ヶ丘公園墓地｣へのアクセス道路として都市計画決定をされた経緯がござ

いますが，同公園墓地の都市計画が廃止された現在，必要性が低いとして

「廃止」に位置づけ，神奈川県や交通管理者である警察など，関係機関と

調整しながら詳細に検討を行った結果，村岡西富線の大鋸三丁目から戸塚

茅ヶ崎線を越えた区間，約200ｍを廃止することとしたものでございます。 

この路線の整備状況といたしましては，大鋸一丁目の村岡交差点から県

道戸塚茅ヶ崎線までの区間が整備済みとなっております。今回，廃止をす

る部分は現道のままの区間となります。 

次に，都市計画決定の経緯でございますが，村岡西富線は昭和 38年 1

月22日に都市計画決定され，その後，昭和51年には都市計画法の施行に

伴う旧建設省の都市局長通達に基づきまして，路線番号等の変更を行い，

現在の都市計画に至っております。 

次に，今回廃止いたします村岡西富線の変更区間でございますが，戸塚

茅ヶ崎線から，北側の延長約200メートルの区間を廃止するものでござい

ます。議案書1-1ページの「計画書」と1-2ページの「新旧対照表」をご

覧ください。 

変更箇所といたしましては，道路の廃止により「終点の位置」が大鋸三

丁目に，「延長」を 1,700メートルから 1,500メートルに変更するととも

に，「名称」を村岡大鋸線に変更いたします。また，都市計画法施行令の

改正に伴い，新たに記載することになりました項目として，「車線の数」

を2車線とする変更をあわせて記載したものでございます。そのほか，道

路の「種別」，「構造形式」，「幅員」についての変更はございません。「起

点の位置」と「主な経由地」については，位置自体の変更はございません

が，住居表示実施に伴い，記載を現在のものに変更しております。 

議案書1-2ページの「理由書」では，先ほど経緯の中でご説明させてい

ただきました「都市計画道路の見直し方針」に基づき，関係機関と調整し

ながら詳細に検討し，総合的に判断した結果，大鋸三丁目から終点の西富

字西原までの区間約 200メートルを廃止することとし，この廃止に伴い，

当該路線の終点の位置，名称及び延長等の変更を行うものとしております。 

議案書 1-3ページの「都市計画を定める土地の区域」につきましては，

「削除する部分」として，廃止区間の「藤沢市西富字西原」，「変更する部

分」としては存続区間の区域について記載しております。議案書1-3ペー

ジの「経緯書」につきましては，先ほどご説明させていただいた内容とな

っております。 

続きまして，今回の都市計画変更にあたっての権利者調整や都市計画説

明会などの手続きの経緯についてご報告いたします。平成 24年に廃止区
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間にかかります土地所有者全員の方々に個別訪問し，直接，都市計画道路

の廃止に関するご説明をさせていただきました。土地所有者の方々からは，

都市計画道路を廃止することについての反対意見はありませんでした。 

また，平成 25年12月 9日に，「都市計画説明会」を開催し，７名の方

のご出席をいただきました。出席者からは，廃止について反対意見はござ

いませんでした。1月から2月にかけて神奈川県と法定協議を行い，本件

については「異存なし」との回答を得ております。その後，本年４月８日

から４月22日までの間，「都市計画法に基づく案の縦覧」を実施したとこ

ろ，縦覧をされた方はおりませんでした。以上が藤沢都市計画道路・村岡

西富線の変更に関する内容でございます。 

続きまして，議案第２号「藤沢都市計画道路3・5・1号戸塚茅ヶ崎線の

変更」について，ご説明させていただきます。戸塚茅ヶ崎線は，行政界の

大鋸字外原を起点として，藤沢駅の北側を通り，茅ケ崎市までの延長約

6,640ｍ，幅員15ｍの道路でございます。 

都市計画決定の経緯でございますが，戸塚茅ヶ崎線は昭和32年12月7

日に藤沢辻堂海岸線という名称で，都市計画決定された路線でございます。

その後，昭和44年に一部，幅員を拡幅しております。そして昭和45年に

再度，一部，幅員の拡幅と構造の変更を行い，昭和 51年に都市計画法の

施行に伴う旧建設省の都市局長通達に基づき，路線番号等を変更し，現在

の都市計画に至っております。 

戸塚茅ヶ崎線の変更箇所でございますが，村岡西富線と接続する箇所に

おいて，戸塚茅ヶ崎線が隅切り部分を抱えております。そのため村岡西富

線の廃止により，この接続箇所を閉塞する必要があることから，隅切り部

分を都市計画から除外するものであります。 

議案書2-1ページの「計画書」と2-2ページの「新旧対照表」をご覧く

ださい。変更箇所といたしましては，先ほどご説明させていただいた隅切

り部分の除外のみとなりますので，直接の変更はございませんが，都市計

画法施行令の改正に伴い，車線の数を追加しております。 

議案書2-3ページの上段の「理由書」では，先ほどの村岡西富線の一部

区間廃止に伴い，当該路線の接続箇所の隅切り部を都市計画の区域から除

外する変更を行うものとしております。 

議案書2-3ページの下段の「都市計画を定める土地の区域」につきまし

ては，「変更する部分」として，車線の数を追加したことから，隅切り部

がある部分を含め全区間について記載しております。議案書2-4ページの

「経緯書」につきましては，先ほどご説明させていただいた内容となって

おります。 
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続きまして，今回の都市計画変更にあたっての都市計画説明会等の手続

きの経緯についてご報告いたします。村岡西富線とあわせて平成25年12

月に「都市計画説明会」を開催しましたが，本路線に関するご意見はあり

ませんでした。本年１月に神奈川県へ藤沢市案の申し出を行い，３月に県

原案として確定しております。その後，本年4月8日から22日までの間，

「都市計画法に基づく案の縦覧」を実施いたしまして，縦覧された方が1

名おりましたが，意見書の提出はございませんでした。以上が藤沢都市計

画道路・戸塚茅ヶ崎線の変更に関する内容でございます。 

最後に，今後のスケジュールをご説明いたします。戸塚茅ヶ崎線の変更

につきましては，本日のご審議の結果をもちまして，８月に開催が予定さ

れております神奈川県都市計画審議会に付議することとなります。村岡西

富線については，戸塚茅ヶ崎線と同時に変更告示を行うことになりますが，

時期としましては，９月中の告示を予定しております。 

以上で議案第1号及び第2号につきまして，説明を終わらせていただき

ます。ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

会長  それでは，審議に入ります。ご意見・ご質問がありましたらお願いいたしま

す。 

Ａ委員  第１号議案について，廃止区間が当初予定の目的地がなくなったという

ことで，200メートル削られたという説明でしたが，廃止区間は現道のま

まということは，周りの土地の利用状況と道路の状況を教えていただきた

いのと，土地所有者からは廃止について反対がなかったという説明でした

けれども，廃止以外の道路環境や何かについての要望，意見はあったのか

どうか，この２点を教えていただきたいと思います。 

事務局  廃止する部分はおっしゃったとおりですが，ここは既に幅員５メートル

から６メートルぐらいの現道が入っております。その現道に沿って住宅等

が建っていて，土地利用がされているという状況です。また，国道１号線

の方に向かってかなり急勾配で下がっていっているような地形になって

おりまして，その先に斜面緑地が南側の方にありますけれども，それらの

区域をかなり昔に公園墓地の計画がされていたということでございます。

この都市計画道路の廃止については，権利者の方々から特段の反対なり，

ご意見はなかったのですが，周辺の住民の方々等との話し合いの中で，こ

の現道について，できれば国道１号線から先の善行方面へ向けてのアクセ

ス性というようなものを，都市計画道路という必要はないけれども，もう

少し回遊性というようなことを考えてほしいというようなご意見はござ

いました。 

会長  国道はどうなっているんですか，道路はないんですか。 
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事務局  一部道路はあるのですが，横須賀水道の敷地になっております。国道１

号線の北側は藤沢市の下水処理場のため，下水処理場の敷地内を一部通っ

ていくような形になっておりまして，そういったことも含めて都市計画的

な幹線的な道路は必要ないけれども，生活利便性のことをもう少し配慮し

た考えをしてほしいというご意見はございました。 

会長  他にありませんか。 

  ないようですので，採決に入ります。 

  議第１号「藤沢市都市計画道路の変更（藤沢市決定）３・５・２９号村

岡西富線」及び議第２号「藤沢市都市計画道路の変更（神奈川県決定）３・

５・１号戸塚茅ヶ崎線」について，審議会からの意見は「特になし」とい

うことで，原案どおり可決したいと思いますが，ご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

会長  以上で，議第１号及び議第２号の審議を終わります。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  次に，議第３号「藤沢都市計画地区計画の変更（藤沢市決定）Fujisawa

サステイナブル・スマートタウン地区地区計画」について，事務局の説明

をお願いします。 

事務局  それでは，議第３号「藤沢都市計画地区計画 Fujisawa サステイナブ

ル・スマートタウン地区地区計画」の変更につきまして，ご説明申し上

げます。議案書は３－１ページから３－７ページ。図面集は３－１ペー

ジから３－３ページになります。また，パワーポイントを使いますので，

あわせてスクリーンをご覧下さい。 

本日，ご審議いただきます地区計画につきましては，都市計画法第16

条第３項に規定する地区計画等に関する都市計画の変更及び地区計画等

の案の内容となるべき事項の申出により，都市計画変更を行うものでご

ざいます。この申出につきましては，藤沢市地区計画等の案の作成手続

に関する条例に基づく要件を満たしているものでございます。なお，本

日，この条例の説明は割愛いたしますが，資料として配付させていただ

いておりますので，必要に応じご参照願います。 

それでは，「Fujisawa サステイナブル・スマートタウン地区地区計画」

の位置と，周辺の都市計画の状況についてご説明いたします。スクリー

ンをご覧ください。 

図面集は３－１ページでございます。まず，位置でございます。藤沢

駅周辺地区と辻堂駅周辺地区のほぼ中間，スクリーンでは青色で示して

おります部分が今回の地区計画の位置でございます。この部分を拡大し

ます。図面集は３－２ページでございます。周辺の都市計画の状況でご
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ざいますが，用途地域は都市計画道路戸塚茅ヶ崎線沿道の準住居地域を

除き，ほぼ全域が｢第一種住居地域｣となっております。容積率は 200％，

建ぺい率は60％で，準防火地域に指定されております。 

区域南側には都市計画道路 戸塚茅ヶ崎線，東側には都市計画道路 

鵠沼海岸引地線及びこれに沿う引地川緑地がございます。西側は大荒久

公園に近接しております。 

これまでの経緯としては，本地区計画の区域は平成20年にかけての旧

松下電器産業関連工場の撤退を受け，平成 22年 11月にパナソニック社

と，跡地の活用について，「Fujisawa サステイナブル･スマートタウン」

の実現に向けた基本合意をしております。この基本合意に基づき，平成

23年10月に「Fujisawa サステイナブル･スマートタウンまちづくり方針」

を策定し，この方針における地区の整備方針を法的に担保するため，一

昨年３月に地区計画の目標・方針を決定し，昨年５月と本年１月に地区

の一部について「地区整備計画」を定めました。そしてこのたび，地区

の区分を一部変更するために地区計画に関する都市計画の変更及び地区

計画の原案に関する申出をパナソニック社より受けたものでございます。

なお，民間事業者において，土地区画整理事業の事業認可を一昨年８月

に得ており，同年９月に工事着手しており，本年３月より第１期目の一

戸建て住宅の入居を開始しております。 

それでは，計画書の内容についてご説明いたします。お手元の議案書

は３－１ページから３－４ページでございます。はじめに，名称と位置

でございますが，名称は「Fujisawa サステイナブル･スマートタウン地

区地区計画」，位置は藤沢市辻堂元町六丁目地内，区域の面積は約 19.3

ヘクタールでございます。 

次に，既に定めている方針について簡単にご説明いたします。お手元

の議案書は３－１になります。「藤沢市の都市構造・都市機能の強化」と

いったコンセプトに基づくまちづくりを進め，スマートタウン構想の実

現を図ることを目標としております。 

土地利用の方針については，「低層住宅地区」，「中高層住宅地区」，「福

祉・健康・教育地区」及び「生活支援地区」の 4つのエリアに分け，複

合的な土地利用を図ることとあわせ，防災・減災の視点から，地域に貢

献する機能を強化するものとしております。 

こちらは土地利用のイメージでございます。ただいまご説明しました

土地利用の方針に基づき，４つのエリアに分けらてれおります。 

次に，公共施設等の整備方針としましては，快適で安全に利用できる

施設の整備を目指すとともに，環境負荷低減に配慮した整備を行うもの
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とし，「道路」，「緑地･公園等」の整備方針を定めております。 

次に，建築物等の整備方針としましては，地区特性に応じて必要な建

築物等に関する事項を定め，形態，意匠及び色彩については，地区全体

としての調和を図るものとしております。 

最後に環境配慮の方針として，「環境共生及び環境配慮」を推進し，「環

境負荷低減」，「雨水流出抑制」，「緑化」や「防犯対策」等に努めるとし

ております。以上が方針となります。 

次に，今回の変更についてご説明いたします。今回の変更は「低層住

宅地区Ｂ」について，南側に隣接する生活支援地区と連携した一体的な

土地利用を行うため，１回目の都市計画変更で定めました「低層住宅地

区Ｂ」の地区の区分を「生活支援地区」に変更し，それに伴い黄色で示

した「低層住宅地区Ｃ」の地区の名称を「低層住宅地区Ｂ」に変更する

ものでございます。 

各地区につきましては，先ほどの「土地利用の方針」でもお示しして

いますが，「生活支援地区」は，「居住者及び近隣居住者の生活サービス

を提供する商業，業務等の土地利用を誘導する」こと，「低層住宅地区」

は，「周辺環境との調和に配慮し，良好な居住環境の確保を図る」ことを

目的としております。 

続きまして，今回の変更に係る地区整備計画の内容についてご説明い

たします。「地区整備計画」についてはお手元の議案書の３－２ページ上

段をご覧いただきたいと思います。「低層住宅地区Ｃ」は地区の名称のみ

「低層住宅地区Ｂ」と変更いたします。「生活支援地区」は，変更前の「低

層住宅地区Ｂ」の地区の面積約 0.9ヘクタールが加わり，約 2.0ヘクタ

ールとなります。 

続きまして，「建築物等の用途の制限」でございます。引き続き議案書

の３－２ページとなります。「生活支援地区」では「次に掲げる建築物は

建築してはならない」としております。これは建築基準法で第一種住居地

域及び準住居地域内に建てることができる建築物のうち，ここに明記され

た建築物については建てることができないと定めたものです。具体的には

「一戸建ての住宅」，「兼用住宅」，「共同住宅」等，「神社」，「ホテル」等，

「自動車教習所」，「畜舎」，「ぱちんこ屋」等を建築してはならないとして

おり，「低層住宅地区Ｂ」を「生活支援地区」に変更することにより「一

戸建ての住宅」，「兼用住宅」，「二戸以下の長屋」等は建築できないことに

なります。また，変更前の「低層住宅地区Ｂ」では，まち開きに併せまし

て，スマートタウンを発信する機能や交流に資する機能を導入する構想を

パナソニック社において進めておりますが，今回，生活支援地区に変更す
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ることによっても，想定用途である「事務所」，「店舗」，「飲食店」や150

平方メートル以内の「ペットショップ」等はそのまま建築できる内容とい

たしました。 

続きまして，「建築物の敷地面積の最低限度」でございます。お手元の

議案書の３－３ページになります。変更前の「低層住宅地区Ｂ」では 120
平方メートル以上を基本としておりましたが，「生活支援地区」に変更す

ることにより，500 平方メートル以上となり制限が強化されます。また，
変更前の「低層住宅地区Ｂ」において，まち開きに併せ導入するスマート

タウンの発信機能や交流機能を担う施設については，低層住宅に係る良好

な住居の環境を害さないよう，この施設の敷地面積の最低限度は 2,000平
方メートル以上としていましたが，今回の変更により，この街区において

住宅等の混在立地ができなくなったことから，この制限を廃止しておりま

す。なお，各地区共通で「公益上必要な建築物」や「防災備蓄倉庫」は制

限を受けないものとしております。 
続きまして，「壁面の位置の制限」でございます。敷地内に植込み，芝

生等を整備する空地や通行の用に供する空地を確保するため，建築物の

壁面の位置について敷地境界線から一定以上の距離を保つよう制限する

ものです。変更前の「低層住宅地区Ｂ」では，道路の境界から１メート

ルとしていましたが，「生活支援地区」では（仮称）南北線沿道部分は２

メートル，それ以外の道路及び隣地との境界からは１メートルとなり，

制限が強化されます。なお，「公益上必要な建築物」や「防災備蓄倉庫」

等は制限を受けないものとしております。 

このことに加えて，壁面を後退した区域に緑化や通行の妨げにならな

いよう「工作物の設置の制限」といたしまして，変更前の「低層住宅地

区Ｂ」では，自動販売機，機械式駐車場とこれらに類する工作物を設置

してはならないとしていましたが，「生活支援地区」では併せて屋外広告

物となる工作物を設置してはならないとし制限が強化されております。

なお，屋外広告物で地区の名称等を表示するものや，地区の案内図等で

営利を目的としないものは除くとしております。 

続きまして，「建築物等の高さの最高限度」でございます。お手元の議

案書は３－４ページになります。「建築物等の高さの最高限度」として「変

更前の「低層住宅地区Ｂ」では，高さ 10メートルかつ階数２，軒高７メ

ートルを超えてはならないとし，スマートタウンの発信機能や交流機能を

担う施設については高さ12メートル，軒高10メートルを超えてはならな

いとしていましたが，「生活支援地区」に変更することにより建築物の高

さは 20メートルを超えてはならないとなります。変更の内容につきまし
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ては以上でございます。 

続きまして，「変更の理由」としましては，議案書の３－５ページに記載

のとおり，「低層住宅地区Ｂ」の地区の区分を「生活支援地区」に都市計画

変更するため，利害関係人より，地区計画に関する都市計画の変更及び

地区計画の原案について申し出がなされたものです。本市においても本

地区計画の目標である「地域のまちづくりと暮らしに貢献する機能」の

強化に寄与するものと考え，本地区計画を変更するものでございます。 

続きまして，議案書３－６ページ，「都市計画を定める土地の区域」で

ございますが，「変更する部分」として「藤沢市辻堂元町六丁目地内」と

しております。  
次に，議案書３－７ページ，これまでの「経緯」でございますが，一昨

年３月21日に目標・方針のみを定める当初の都市計画決定を行い，具体

の地区整備計画を定めるため，昨年５月２日と本年１月14日に２回の変

更を行いました。主な変更点として１回目は低層住宅地区Ａ，低層住宅地

区Ｂ，生活支援地区，２回目は低層住宅地区Ｃ，中高層住宅地区及び福祉・

健康・教育地区に関する地区整備計画を定めました。そして今回の変更手

続として１月24日に条例による原案の申出が提出され，２月27日から３

月13日までの２週間，条例による原案の縦覧を行い，あわせて意見の受

付を行った結果，縦覧者，意見書の提出はございませんでした。なお，そ

の後，３月25日の第145回都市計画審議会で地区計画の概略についてご

説明をいたました。 

続きまして，都市計画説明会を４月11日に開催しましたところ，４名

の方が来られました。出席者からは（仮称）南北線完成の見通しですとか，

変更の理由に関する質問などが若干ございました。また，都市計画法に基

づく縦覧を４月 14日から 28日までの２週間実施した結果，縦覧者は 2

名，意見書の提出はございませんでした。 

最後に，今後の手続についてご説明いたします。本日審議会にお諮りした

後，告示を行い，都市計画の手続を終了したいと考えております。 

以上で，議第３号「Fujisawa サステイナブル・スマートタウン地区地

区計画の変更」に関する説明を終わります。ご審議のほど，よろしくお

願いいたします。 

会長  審議に入る前に，前回の審議会において相当意見が出ましたが，それ

に対してどういうふうに受けとめて，今回説明されたのか補足的に説明

してください。 

事務局  前回のご意見，ご指摘については大きく２～３点と記憶しております

が，１つは，低層住宅地区Ｂを生活支援地区に変更することに伴い，そ
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こに将来，商業施設を建設する考えがあるのではないか。また，駐車場

が低層住宅地区Ｂだったところに，生活支援地区で求められる駐車場の

台数が，平置きとはいえ 130台近く設けられることによって，新たな交

通問題，渋滞の懸念とか，「Fujisawaサステイナブル・スマートタウン」

のコンセプトである CO２を可能な限り削減するといったものに対してど

うなのかといったような意見があったと思います。それについては事業

者等と何度かお話する中で，低層住宅地区Ｂを生活支援地区に変えるこ

とによって，将来，さらなる店舗ができるのではないかという部分につ

いては，前回も説明いたしましたが，そもそも今回の変更については，

市の方から生活支援地区に変更していただきたいと言ったものでありま

して，事業者としては将来は低層住宅に切り替えるということで，当初

は低層住宅地区Ｂというゾーンの中で平置き駐車にさせてほしいという

話がありました。しかし，市としてはあくまで南側店舗立地に必要な台

数をこちらに持ってくるということですので，それは利用ゾーンとして

は一体であろうということで，生活支援地区に変えるべきだということ

になりました。したがって，事業者としては将来，低層住宅地として土

地利用を行っていくことを考えているということでございます。 

  それから駐車場の交通の問題とかＣＯ２の考えですが，交通について

は事業者においても大店法もありますが，交通処理計画を警察協議を含

めてやっておりまして，その中で上村橋とか富士見橋あるいはＴＶＫの

ミスターマックスに入ってくるところの交差点とか新たに出入口ができ

ます区域南側の新たな交差点について，シミュレーションをやっている

中で，当然，今よりは交差点の飽和する状況は増えるという結果が出て

おります。しかしながら，交差点の飽和度については規制値を超えるも

のではないということは確認しております。また，駐車場における入庫

待ちが当然あるだろうということで，それについてはどうなのかという

話をしましたところ，これについてもピークの時間帯がありますので，

それに応じて入庫する能力について予想外台数を検討した結果，超過し

ないということで，基本的には入庫待ちによる隊列は発生しないように

計画しているというものになっておりました。とは言いましても，当然，

オープニング時やイベント時等，一時的に想定を上回ることも考えられ

ますことから，そういうところに対しての対応はどうなのかというお話

もさせていただいて，そういった繁忙期等については付近に交通整理員

を適宜配置したいということと，道路上の駐車場待ちが発生しないよう

に適切に誘導していきたいということ，また，出入口に案内板とか左折

入庫の誘導，入口・出口の案内を含めての誘導，それからそれらについ
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てチラシやホームページ等で積極的に周知をしていきたいというお話を

いただいております。 

  また，ＣＯ２（排気ガス）等の対策について，これは神奈川県生活環

境の保全等に関する条例により，500平米以上の駐車場管理者は，看板や

放送，チラシなどにより，アイドリングストップをするようにお知らせ

しなければならないという義務がありますので，当然，それについては

お願いしますという話をさせていただいております。なお，万一，入庫

待ちが路上にあふれたときも，長く停まっているような状況が生まれる

のであれば，そこについてもアイドリングストップをお願いできないか

ということを事業者に要請しております。また，神奈川県から大規模小

売店舗立地法の届出に基づく意見照会が市に来ておりまして，その中に

おいて何点か意見をしております。１つはこのような大規模店舗設置に

当たって，所在地周辺に居住地域がありますので，そういった居住環境

への配慮を十分に行っていただきたいという点が１つと，区域内につい

ても設置する店舗の種類は，区域内の地区計画で低層住宅地区に定めて

おりますので，当然，区域内の居住環境についても十分配慮していただ

きたいという点，それから環境面についてもスマートタウンのコンセプ

トであるＣＯ２削減，限りなくゼロにするとして取り組んでおりますこ

とから，そういったものの実現に向けて努力していただきたいというよ

うな内容も含めて意見を県にさせていただいている状況があります。今

後，交通の関係，環境の関係に対し引き続いて事業者と調整をしていき

たいと考えております。 

会長  それでは，審議に入りたいと思います。ご意見・ご質問がありました

らお願いいたします。 

Ｂ委員  前回，欠席でしたので議事録を読ませていただきましたが，今日の説

明の中で，「Fujisawaサステイナブル・スマートタウンの土地利用の方針」

というのがあります。生活支援地区ですと，「近隣の生活サービスを提供

する最小限の商業・業務上の土地利用を誘導する」ということを言って

いるのですが，今回の理由書の中に，「地域のまちづくりと暮らしに貢献

する機能の強化」ということを言っている。一方ではあくまでも最小限

の商業施設をつくって，地域住民の最小限のことをやっていこうと言っ

ているのに，今回の理由書の中には逆に，機能を強化をしようというよ

うなことをと言っている。この辺は矛盾するのではないかというのが第

１点です。 

  それから今回，低層住宅地Ｂが生活支援地区に変更されるということ

ですが，今まで高さ制限も 10メートルだったものが 20メートルになる
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ということで，先ほどの話では，将来的には低層住宅Ｂに戻すというよ

うなことを言われているけれども，その辺がよくわからない。そして現

況はどのようになっているのか。我々は図面の中に建物も何にもないと

ころでいろいろ議論をしているけれども，現実的にはどのように進んで

いるのか，その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

事務局  順番が逆になりますが，現状ということでは，生活支援地区の南側に

ついては，鉄骨が途中ですけれども，建っております。Ｂのところはス

マートタウンを発信する機能のための建物の鉄骨の建設が進んでいる状

況です。将来についてということですが，今回は低層住宅地Ｂのゾーン

のままで，建物をつくるわけではなく，平置きの駐車スペースだけなの

でやらせてほしい。低層住宅地Ｂは15年の定期借地ですが，状況によっ

ては低層住宅として土地利用をしたいというパナソニックの意向があっ

ての話があったのですが，我々としては，それは地区計画としておかし

いということで，店舗のための駐車場が明らかなのであれば，それは生

活支援地区のピンクの色塗りにすべきであるということで，させていた

だいたという経緯がございます。将来，南側と同じようなものをさらに

つくるという話は出ておりませんし，聞いておりません。その際はＢを

生活支援地区にしたことによって，当然，都市計画の変更をしなければ

ならない。そのリスクは十分にパナソニックにお話しまして，パナソニ

ックも即答ができないということで本部に持ち帰りまして，そのリスク

も考えた上で返事をいただいて，生活支援地区に今回変えたということ

になっておりまして，再び生活支援地区からＢに戻してしまえば，当然，

権利者がどんどん増えてきますので，地区計画を変更するのは結構至難

の業になるかもしれませんが，それも心得た中で，今回，こういった変

更をやっていただいたという形になっております。 

  それから最初の店舗の話ですが，あくまで店舗自体の建物を低層住宅

地Ｂのところにつくるわけではないということが１つあります。もとも

との南側の生活支援地区の店舗に必要な大店法上で求められる台数が，

下の敷地内に収まらないということで，低層Ｂに駐車場を持ってくる。

それから地区計画的にゾーンは生活支援地区にしていただいたのですが，

建物自体はないということですので，先ほど理由書の中にある「強化」

というのはどうなのかという話がありましたが，あくまでもそういった

意味での強化でありまして，新たに店舗を増やすという意味での強化で

はないということでご理解いただきたいと思います。 

Ｂ委員  今のところは，新しく生活支援地区になったところには建物は建たな

いということを市も考えているようだが，今回でこの地区計画の変更は
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３回目なんです。これから４回目，５回目も当然出てくるでしょう。そ

うなったときにその都度，その都度追加で認めていくのかというふうな

感じを受けるけれども，変更はいつまで続くんですか。民間の計画は最

初の基本の計画から何度も変更するということは難しいし，それが行政

が絡んでいたら，それ以上は認めないということが建築業界とかではそ

ういうふうになっているんです。それが出てくるたびにこういうふうに

認めていったら，スマートタウンがスマートでなくなってしまう。これ

には藤沢市もしっかりしてもらわないと，最初に出てきたものを皆さん

でもんでやって，建築指導課なりがオーケーしたわけですから，その後，

またこっちをちょっと変えてください，あっちをちょっと変えてくださ

いと言ったら，これはもう計画ではなくて，施行者の言いなりになって

しまうんです。まちづくりとか都市計画の中でそういうことをしていく

なら，もう少し芯の通った計画をしてもらわないと，都市計画審議会だ

って出てきたものをいろいろ話しているだけで，ちょっとしたガス抜き

みたいな感じに使われている。ですから，現況はどんどん進んでいて，

大きい建物がもう 3棟ぐらい建っている中で，こういう議論をしていく

ことは非常に寂しい感じがします。 

事務局  この地区計画については，今回また変更したわけですが，今後の話と

して，また低層住宅地区にしていきたいという基本的な事業者の考え方

がありますので，その時点での変更ということは想定されていると。た

だ，それについては周辺には低層住宅が建ち並んでいて，ほとんど全部

の住宅にお住まいになっている，中高層住宅にもお住まいになってとい

う形になりますので，現在，拠点センターと駐車場になっているものを

低層住宅として変えていきたいということになりますと，あくまでも事

業者が中心となって，周辺の方々の３分の２以上の同意をもって地区計

画の申出をしていただくというような形になるかと思いますので，当然，

その周辺の方々もその方がいいということで，総意として出していただ

くという形になることが想定されております。 

  地区計画という制度なので，本来の広域的な都市計画と違いまして，

その地区の方々が時代の流れ，情勢に応じて，私たちは今までこういう

ルールを定めたけれども，状況が変わってきて，例えば高齢化が進んだ

中で少しルールを変えていこうということであれば，申出をした上で広

域的な都市計画の考え方，マスタープラン等に適合している範囲内であ

れば，それは変更していくということは十分にあり得ることでございま

す。ただ，ＳＳＴの地区計画については，これからまちをつくるという

一番最初の考え方として整理する中で，きちんと１つ柱をつくって，こ
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うしていこうといったところで何回も変更するような形になってしまっ

たものですから，非常に委員の皆様にも不信感を抱かれて大変申しわけ

ないと思っております。その辺，事業者とのやり取りについては私ども

の方もまずいやり方のところがあったと反省しておりますので，今後，

このようなことがないように十分注意をして進めていきたいと考えてお

ります。 

Ｂ委員  将来，低層住宅に戻すという話もされているが，駐車場が必要だった

から増やしたわけですから，将来的にその駐車場が必要でなくなるとい

うことは，大店法から言っても考えられないことなんです。将来的に低

層住宅Ｂに戻すということは，今の状況では向こうの詭弁みたいなもの

ではないか。要するに，大店法があって，その中で必要最小限の台数を

これだけ取れといったら，それが将来的にその台数がなくなるというこ

とは考えられないわけです。ですから，「将来，低層住宅Ｂに戻りますよ」

というようなことは簡単に言わないでいただきたい。 

事務局  もちろん店舗が成り立つ条件としてそれだけの駐車台数が必要になっ

ているということですので，今回，変更するところを例えば低層住宅に

変えていくというときは，先ほど皆さんの同意ということだけを申し上

げましたけれども，さらにその前提として，今ある店舗を縮小するなり，

その店舗もなくなって，違うものに変わっていった中で，駐車台数が今

回の北側のところに取る必要がないという形になることが大前提になり

ますので，そういったことがもしあれば，そういうことも今後の予測と

してはあるということでございます。 

Ｃ委員  私が第 145回審議会で質問したことが議事録の 24ページから 25ペー

ジに載っていますが，言われたときはよくわからなかったけれども，こ

れを読んで見ると，事務局の答えでは，「ご指摘のとおりで，私どももそ

のように感じておりまして，事業者に当初の話と変わってきているのは

おかしいという話をした」と，そしてその２行下に「それ自体を止める

ことはできませんので」と言っている。行政がおかしいと思っているの

に，何か対応はできないんですか。Ｂ委員が言っているように，こうで，

こうでという理屈ではなくて，そのものに対して行政がきちんとしてい

ないのかということに対して，私は委員としてどうなのかなと思うんで

す。将来，住民の方々が何かにしようと変えるからいいと思うけれども，

基本的なコンセプトとしてＣＯ２の排出量を極力少なくするとあるけれ

ども，状況が変わってきたらどんどん増えてしまうわけです。そうした

ら名前自体の「サステイナブル・スマートタウン」とは何なのかという

ことになってしまうと思うんです。仮に私が反対と言ったらどうなるん
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ですか。納得がいかないとか，不信感とか，行政が大手のパナソニック

にやられているのではないかと多分皆さんもそう思っているんです。来

ると変更，来ると変更，それに対して我々は反対していいんですか。反

対まではいかないけれども，ちょっと行政は弱いなと思うけれども，こ

れは意見として申し上げておきます。 

会長  審議会の形式上，もし異議なしというわけにいかなければ，決を取っ

て多数決ということになるんですか。今までそういうことはやっており

ませんか。 

事務局  私が携わった中では決を取った記憶はございません。 

会長  または決を取らずに意見を添えるというのが前にあって，さらに頑張

ってくださいというふうにお願いするというレベルもあるかと思います。 

Ｄ委員  Ｂ委員やＣ委員からお話がありましたけれども，主導権は完全にパナ

ソニックに取られている感じです。この件は，この計画が出たときから

そういう状況が続いている。南北線なども主導権を取られているような

感じですが，今の話も最初は生活支援地区（ピンク色）の中で完結して

駐車場を設けて行えばいいものを，向こう側の要望を易々とのんで，住

宅のどこを駐車場にしますと，ＣＯ２削減の問題について，計画上では

スマートタウン，エコシティということを言っておきながら途中で変わ

っていくことを易々とのんでしまっているような気がする。今の答弁を

聞いていて，何かパナソニックの下請けになっているような気がする。

前回，この案件が報告案件で出たときに「次は議決をする」という話の

中で，この間，一体何の交渉をやってきたのかというあたりについて，

各委員が疑問に思っているところだと思うんです。前回，私も言いまし

たけれども，この審議会の意義とは何かということをどう思っているん

ですか。部長，お答えください。 

計画建築部長  都市計画に基づくものとして皆さんのご意見を伺いながら，よりよい

まちをつくっていくという大目標がございます。その中で，経過につい

てお話させていただきますと，当初，方針という形で全体的な話を１回

やりまして，その次の審議会では地区ごとに２分割してやりました。そ

れが全部１回でできるかどうかというのは別の話ですけれども，もしそ

れを１回でやっていて，その計画自体が２転，３転している，全体が見

えていないという話，我々もそうなんですが，将来計画というか，この

計画自体が最終形までを見据えた中で言っていただいていれば，今回の

変更が物販としての駐車場はセットのものでしょうというところがあり

まして，我々の方が逆に，ここはそういう用途でないとおかしいという

話をしております。自分たちの将来的な都合で，戸建てで処分するつも
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りだから当面はいいだろうというお話だったんですが，そうではないで

しょうと，物販の大店法とセットになる駐車場も一緒なので，それは生

活支援地区ではないかということで，今回は我々の方で異議を言って直

してもらっているという話ですので，ぜひその辺のご理解をいただきた

いと思います。 

Ｄ委員  そこでもう変更になっているわけですよ。要するに生活支援地区の中

で完結するような形を最初から大店法でやるのであれば，そういう形で

計画をしっかり練るべきだ。よりよいまちづくりと言われたが，まちづ

くりのコンセプトとＢ委員の言葉を借りれば合っていないんですよ，途

中で。この計画を変更しますと，もともとと違うではないですかと。当

然，疑問を抱くのは当たり前だと思うんです。これで目の前の道路が右

折して西の方へ行く，戸塚茅ヶ崎線を西の方に行く車が店の方に入って

いくと，右折の車が大渋滞している。その手前には引地川の右折する車

も大渋滞，反対側の上り車線も渋滞というようなことで，そういったと

ころの話も出たと思うんですけれども，全体的によりよいまちづくりと

一言，言ったけれども，そう簡単ではないと思いますよ，この問題は。

その辺についての事業者との交渉の市役所の姿勢がよくわからないんで

す。今，Ｃ委員から反対したらどうなるのかという話がありました。今

までそういうことがなかったと，例えば継続審議で次回もう一回やって

みるのかとか，そういったことも 1つだと思いますし，この審議会の意

義というのは，それぞれの学識経験者の方々が時間を割いて集まった中

でお話をいただいて，それをもとに市の中でしっかりとしたものをさら

に構築して，事業者と折衝するのが市役所の務めでしょう。であれば，

継続審議なりにしてやるとか，どうしてもやりたいというなら決を取っ

て，その前にすんなり行けばいいけれども，今の状況からすると，行く

ような方向ではないですよ。その辺についてどのように考えているのか，

もう一度お答えください。 

計画建築部長  皆さんのご意見と事務局側と齟齬があるのであれば，埋めなければい

けないと思っていますので，委員ご指摘のような継続なりというのも選

択肢かなと思います。 

Ｅ委員      お話を伺っていますと，市の方で事業者にお願いをしたというお話の

ようですが，私からすると，そもそも事業者が，駐車場が必要になる店

舗を誘致してきたところに間違いがあるのではないかと思うんです。事

業者に責任があるのを市の方で要請したような物の考え方自体が納得い

かないと思うんです。 

計画建築部長  当初から大きい店舗とその物販に関する駐車場がセットであるとすれ
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ば，最初からそれは物販施設として考えるべきであって，そこを低層住

宅地区とすること自体がいかがなものかと思っていて，そこは今，ご指

摘のとおりであります。 

Ｆ委員  なかなか厳しい意見が出ておるので，そう言いたくないのですが，都

市計画で高さ20メートルまでのものはつくれるんですよね。将来として

は，大店法の絡みはあるかもしれないけれども，店舗らしきものをもう

ちょっと多くしていく可能性は，この都市計画の中にあると考えてよろ

しいですか。 

事務局  それは現在の計画されている店舗が残ったままの状態で，さらに追加

ということですと，都市計画上はあります。ただ，大店法との絡みでそ

こにできるものだと，それなりに車両を呼び込むようなものであれば，

それはどこに確保するんですかという話になりますので，それが確保で

きなければ成り立たないという形にはなると思います。 

Ｆ委員  高層までもいかないけれども，建物型の駐車場をつくれば可能性はあ

るということになりますか。 

事務局  一定規模の付属車庫はできると思います。 

Ｆ委員  いいものをつくろうとしているのはわかるけれども，都市計画という

のは10年，20年先にどうなるか，そこを見た上で歯止めをかけるのであ

れば歯止めをかけるような方向，例えば店舗はこれ以上増やさないよう

にしようというようなものが地区計画だと思うんです。市の方であそこ

のところはもう少しふくらましてもいいじゃないかというふうに考えて

いて，そちらの方がまちとしていいというのであれば，それはそれでい

いと思うんです。ちょっと伺っていると，ここ２～３年とか４～５年先

のことを議論しておるような感じがするので，少なくとも10年，20年と

いう時間で物事を考えていくものでしょうから，そういう中で生活支援

地区というのは，そういう事態が生じたとしても問題ありませんとか，

いい方向に向かいますというような話が伺えればありがたいところです

けれども，その辺はいかがですか。 

事務局  確かにここを生活支援地区にするという中では，店舗の可能性は都市

計画上は残っているわけですけれども，基本的にここの部分については

拠点センターということで店舗展開をするということではなく，環境に

配慮した低炭素型のまちづくりを進めていく住民の方々のいろいろな拠

点として，環境をよくする機能とか情報発信をしていくというようなこ

とを含めたものを配置していくということですので，そこのところは，

都市計画上そこをいろいろな制限でがちがちに縛ってしまえば，それし

かできないというようなことは，もちろんやろうと思えばできるかもし
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れないけれども，地区計画という制度上の限界というか，あくまでも権

利者との合意の上で進めていく制度と，広域的に考えて行政側が都市計

画として一方的にかけるという制度ではありませんので，どうしてもそ

ういう言い方になってしまうところが非常に市が弱いと言われてしまう

ところもあるかと思うけれども，そこはやはり地区計画という制度なの

でしようがない部分もあるのですけれども，そこはそれとして，事業者

と十分に市の考え方として，ここをサステイナブル・スマートタウンと

銘打って，これだけ注目を浴びた中で整備が進められているわけですか

ら，藤沢市としても全国に恥じないようなまちづくりをしていただく。

市としてもそれをバックアップしていくという観点からすれば，都市計

画でがちがちに縛るのはなかなか難しいのですが，そこはよく事業者と

話し合って十分にいいまちをつくっていくという理解をお互いにしてや

っていくしかないかと考えております。 

  前回の審議会以後，事業者側ともお話をして，ここの場でいろいろと

ご指摘いただいたことについて，正直言って，事業者にとっても非常に

イメージがマイナスなんではないですかということは，市の方からも申

し上げております。そういったことで，ここでつくって売り抜けるとい

うような一過性の開発ではないはずですから，将来のことを今，話され

たように，20年後もまちがいいものだったというふうに皆さんに言って

いただけるように，会社として十分に考えていただいて，今後の土地利

用についても可能性としては低層住宅に戻していくことは考えているの

かもしれませんけれども，それが本当にいいのかどうなのかということ

を，また新たに住まわれる住民の方もどんどん増えてくるわけですから，

その方々も含めて皆さんと十分に考えて，市もそこに入った中で 20年，

30年，良いまちとして存続するような形を事業者と協議をしていきたい

と思います。 

Ｇ委員  皆さんのご意見をお伺いしていると，この大規模開発に対して地区計

画ができて，当初の計画どおりに実行するのが当たり前で，途中からの

変更というのは，何で変更しなければいけないんだというふうな話の内

容が一部入っているのではないかと思いますけれども，私自身としては，

これだけの大きな開発をして地権者，権利者がいろいろと話をして事業

を進めていく上で，社会が変わったり，社会の情勢も見えてくるわけで

す。そうすると，全体の計画がそれによって齟齬がされるほどの大きな

変更であるのか，補強するためにやむを得ない変更であるのか，そうい

う観点も考えていかなければいけないということです。そのために変更

せざるを得ないという事業者の考え方も当然出てくるので，それを柔軟
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に対応していかないと，本当の意味の都市開発はできていかない。そう

しないと，硬直的に１回言ったら絶対にそれは認めないと，約束どおり

に守ってやってくださいという話になってしまう。これは世の中で通る

ような話ではないと思うんです。私自身の考えでは，当初から私も経済

団体ですから，全体は住居地域でサステイナブル・スマートタウンとい

うのはいい話だと思っていたけれども，それで生活支援地区というのが

何で生活の必要品を売るような場所ができないのか，それに興味を持っ

ていたんです。そうしたら，カルチュアコンビニエンスの会社が生活支

援地区に出て，新しい形態のサービス機能を充実させた施設をつくりま

すという話で，それだけで 3,000人の住まいの環境，便利な暮らしの環

境をつくれるのかなと疑問に思っていたけれども，開発計画を聞いてい

ると，それで自信を持ってやっていたので，よその地域のそういう施設

をここに住んでいる方々は利用して対応していくのかと，開発者の方も

自分のところで必要最小限のものに留めておこうという考え方だったの

かなと思ったけれども，どうも話によりますと，目の前にヨークマート

が急にできて，周辺にそういうものができたから変更してくるというよ

うなニュアンスにも伺えるけれども，そういう点から変更せざるを得な

い。そうすると，我々の役割としては変更する要請が出たときに，全体

の構想が崩れるような変更なのか，全体は計画どおり行っていて，それ

を補強するために，また事業者は社会貢献ばかりやっているわけにいか

ないので，ある程度認めてあげて，成り立つような状況にしてあげない

といけないから，そういう意味から言って，これはやむを得ない変更な

のかなということで容認されるのか，その辺のところだと思うんです。

それが大人の世界ではないかと思うんです。行政は常に市民から何か言

われるのではないかとか，追及されるのではないかといった葛藤がある

んです。ところが事業者にしてみれば，自分たちの要望を通してもらわ

ないと事業が進められないということだから，衝突がそこで起こるんで

す。それを我々がうまく調整をとって，どの程度認めるのか，または意

見を申し上げるのか，その辺のところではないかと私は思っているけれ

ども，皆さんの見解はまた別だと思いますけれども，私は経済団体の考

え方としての意見を申し上げておきます。 

Ｆ委員  今，Ｇ委員からお話が出ましたが，あの地区が将来どの程度のものま

でを許すのかということを都市計画から見ておく。都市計画上の制限を

かけるわけですから，それが地区計画として決めていくということだと

思うんです。将来，こういうような計画をつくって，このくらいの制限

をかけて，この中でいろいろな施設建設がなされたとしても，「それは大
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丈夫です」というようなことが事務局の方からお答えいただければ，そ

れは納得できる範囲ではなかろうかと思うんです。 

  今回の申出は，駐車場をそこにつくらんがために生活支援地区を広げ

たと，広げたがゆえに，そこのところでいろいろなものが建てられるよ

うになっていませんかと，それは将来，事業者が考え方を変えられたと，

今は低層という話かもしれないけれども，将来，何に変えてもかまわな

いわけですから，変わったときでも「そこのところは大丈夫ですか」と

いうところがあれば私はいいのではないかと思うんです。都市計画とい

うのは基本はいいまちをつくっていく，そのためにどの程度の規制誘導

を図っていくかということだと思いますので，今あるような話，例えば

駐車場が要るから生活支援地区に変えますという話ではなくて，まちづ

くりの中でそのくらいのことは十分対応できると，そのくらい変えても

大丈夫ですと，そういうような試算がされているという話を伺えれば，

納得しやすいと思います。 

会長  Ｂ委員の議論の中にもありましたけれども，例えば今の議論で行くと，

手前側が20メートルだから，こっちも20メートルということで20メー

トルになっているのですが，これを良しと考えるのか，いや，15メート

ルとか10メートルのままだとか，そういうのもあるのではないかという

議論の中で，今のお話は，いや，そんな細かくその都度考えるのではな

くて，20メートルと設定しておいてもしばらくは大丈夫で，住民が暮ら

し始めた後で，さらに次のことを考えていけばいいんだという議論でい

いのかどうかということです。 

Ａ委員  未来志向の議論になっているところに，過去に引き戻すような話をし

てしまうのは申しわけないのですが，これは地区計画の問題というより

大店法の手続きに市が絡める仕組みがないというところから始まったお

話ではないかと思うんです。大店法の届出をしたときに，すぐに駐車場

の台数というのは，もしそこに含まれていないとしても事前協議の中で

事業者と県との間でやり取りがあるか，届出をしたら即時に「駐車台数

が足りません」ということになると思うんです。むしろ届出の前に附帯

施設なども全部設計に上げた上で届出という手続きになっているのが普

通だと思うんですけれども，そうすると，この事業者は一体，大店法の

届出をするときに，駐車場をどう届け出たのだろうかというのが不思議

な感じがする。店舗の設計ができているとか，今，お話を伺っていたら，

建物が建ち始めていると，その段階でいろいろ不手際があったとか，い

ろいろご指摘があっても市としてはどうしようもないというような状況

になってしまっているようなところがあると思うんです。いろいろな市
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で大店手続きの前倒し条例というのがつくられていると思うんですけれ

ども，藤沢市はこれだけ先進的な大きな市なのにないかなと思ったら，

特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例というのは新しいんで

すか，それとも前からあるんですか。 

事務局  ４～５年前からです。 

Ａ委員  ４～５年前からあるという中で，大店も手続き対象に入っているんで

すよね。面積か何かでこれの対象になっていないんですか。それとも大

店の手続きよりも前倒しで開発事業の手続きを進めて，市に設計が全部

固まって県に持っていく前に，何か意見が言えるというような条例の仕

組にはなっていないんですか。もし，それがないとしたら，道具がない

ところに事業者がやることに対して「ああしろ，こうしろ」と言うこと

に，ある程度制限がかかってくるのはやむを得ないことですし，逆に道

具があるのにきちんと使えてなかったとしたら，それはそれで問題です

しというところで，何でこうなっているかということの整理をしてから

でないと，次に取るべき対策とか今後に向けてどうすべきかというとこ

ろが出てきにくいと思うんですけれども，ご説明いただければと思いま

す。 

事務局  本来ですと，今，お話のありました特定開発事業の条例がありまして，

それと大店法が絡む中で，事前に情報が出てくる部分もあるのですけれ

ども，開発行為というものに該当する場合，あるいは一定規模以上の建

築行為という場合がそれに該当してくるのですけれども，ここの場合は

土地区画整理事業をやっておりますので，区画整理事業による場合はそ

の条例の対象外になってしまうんです。開発行為に該当しない形になり

ますので，あとは建築基準法の確認だけになってくるという形で，区画

整理の手法を取ったことによっていると，そこで手続き上，すぐに情報

が入ってこなかったというところもあることはあります。とはいえ，ご

指摘のようなことをなるべく早くつかむような方向にしていかなければ

いけない。確かにお話のあったとおり，それを私どもが知った段階では

それが動き出していたということがあって，後手に回ってしまったとい

う部分はあるんですけれども，ここについては区画整理ということで特

殊な状況ということです。 

会長  会長の立場としては都市計画審議会の役割として，広げれば限りなく

広がってしまって，どうしてその開発を止められなかったのかとか，そ

ういう話になるとかもしれないけれども，そうではなくて，今回，かか

っているのは地区計画で，特にいろいろな規制の内容，例えば先ほどの

20メートルに関していえば，用途の方で共同住宅は建築してはならない
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となっています。商業施設の大きいのをつくれるかというと，今度はさ

らに駐車場が要るでしょうということで，恐らくはそれで歯止めがかか

っているということで，心配すればきりがないと思うんですが，我々が

基本的に判断しなければいけないのは，この地区計画の内容に変更して，

今，いろいろなことはあるでしょうけれども，それが幾らか時間的にそ

のような内容でスムーズに行くだろうかと，心配が噴出してしまうよう

なものにはなっていないだろうかということをチェックするべきであっ

て，そもそも違うのではないかということはなじまないと思うんです。

前回の議事録にも残っていると思うんですけれども，私は，どうして 1

回決めたものを変更するのかということについては，基本方針というの

があって，その中では生活支援施設と言っていたわけです。ただ，具体

的にどういう内容かというのは言っていなかったと。ところが途中でヨ

ークマートが道路の向こう側にできていて，生活支援施設があるという

ことで，実際に希望してきたのが今の業者であるということで，しかも

その業者は別に物販といっても「ツタヤ」ですから，一般的なイメージ

のたくさん人が来て，物をいっぱい買って帰るというものではないと。

ただ，何台ぐらい車が来るかとか，どんな行動をするかというのは心配

かもしれないけれども，別の仕掛けによってチェックをしているという

ことですので，ご意見はいろいろと承りたいと思いますけれども，この

地区計画の内容について，これで認めていいのかどうかということは，

我々の一番のミッションだと思っています。 

Ｆ委員  全くそのとおりですけれども，先ほどの答弁の中では，話し合いをし

ながら決めていくという話でしたので，そうではなくて，地区計画とし

ては「これで大丈夫です」という話を事務局の方から伺うと，こちらの

方も「ああそうか」ということは申し上げやすいということなんです。 

会長  他にご意見がありますか。 

Ｅ委員      今のお話はそのとおりだと思うんですが，事業者がこのままやると法

令違反になってしまうということで，こういうふうに変えるというイメ

ージでとらえているのですが，事業者がやってしまうと法令違反になっ

てしまうからルールを変えるというようなものの考え方でいくと，これ

は何でもあり，何でも認めるという話になってしまうような気がする。

そういうものの考え方でいいのかどうか，ちょっと疑問があるところで

す。 

Ｄ委員  今，いろいろな議論の中で，Ｇ委員から商業的な考え方という話もあ

りましたけれども，この都市計画審議会の委員として，これで認めてい

いのかといったときに，私自身としては将来にわたってのことを考えた
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上で自信がない，責任が取れない，認める自信がないところがあります。

強引に決を取るなら取る，もしくは結論保留にして，もう少しこの問題

について議論をしていくということでしたら議論をするという方向で決

めていただいて，進めてほしいと思います。 

会長  この内容で認める，認めないは具体的にはどこを議論すべきだと思い

ますか。 

Ｄ委員  このまま進めていったときに，これは法令違反だからと市が認めて，

今回，こう変更しましたというのは，もともとのコンセプトと大きく変

わっているわけです。これはどう考えても軽微な変更ではない。そこに

対して私自身が市議会議員でもあるので，責任が取れるかといったとき

に，市民に対して説明は難しいと思っています。やっていることが違反

しているから認めてください，これも追加でお願いしますよ，市役所さ

んというようなことを認めていたら，何でもありになってしまう。そう

いう議論なわけですから，私個人として言えるのは，今ここで認めるこ

とについては，将来にわたってのことも考えると，私自身は責任は取れ

ないと思っています。 

Ｈ委員  幾つか論点が出てきましたが，まずルールを変えることがいいのかと

いう，かなり根本の話について私が思うのは，これが例えば用途地域の

変更であるとか，線引きの見直しというところで，こういうことがあっ

たらもちろん，ルールの変更などは基本的になしと思っているが，地区

計画は基本的に地域の方々が挙げてきたもので，ここはたまたま開発者

は１社ですけれども，地域の方々が合意をしてということについて，こ

れを法的にきちんと拘束力を持つようにここに挙げてきましょうという

ものなので，地元の人が合意してきたものを「だめです」というのは，

なかなか言いにくいのはもともとの地区計画の趣旨かと思っています。

それでは，ここの件について，整備開発及び保全の方針に合っているか，

合ってないかというのは，かなり議論の余地があると思います。事務局

の説明は，地区計画の変更として，市として筋を通すとこういうやり方

の方がよいという説明だろうと思います。実際にこの数年ぐらいで起こ

り得る変化というのは，多分軽微な変化で，という言い方は可能かと思

います。駐車場ができるか，できないかという話で，平置きということ

ですので，いろいろ意見はあるかかもしれないけれども，時代の変化，

数十年の中で言えば比較的軽微な変化という言い方は可能だと思います。 

  ただ，全部ピンクになってしまうという話ですけれども，もし，最初

の地区計画でこれが出てきたら，この大きな店舗が建ち得るのでおかし

いという話になる。変更の今までの経緯を聞いていると，まあしようが
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ないかなというのも一方にはあります。最初にこれが出てきたら，私は

多分変だと思うので，結果的にこういう計画ができてしまうと，将来的

には多分建たないだろうというお話で，地区計画としての意義としてき

ちんと秩序を持った計画を立てるという趣旨からすると，かなり例外的

な状況だろうと思っています。そういうことの中で判断しろと言われた

ら，私は判断しようと思っています。 

会長  判断というのは変更しない方がいいということですか。 

Ｈ委員  結果としては，このままというのはないだろうと。ただ，現実として

駐車場ができてしまうようなことについて，この場でだめとは言えない

だろうということです。 

Ｉ委員  私は小田急電鉄ですから，民間の立場で言うと，同じような開発行為

というのはあります。我々も地域の方々に受け入れられることを前提に

計画を立てます。そうしますと，市民の方に配慮しますから，かなり商

売としてはなりにくい。緑を多くしてほしいとか，周囲に悪環境を及ぼ

すようなものはやめてほしいというのは必ずあります。ところが大きな

ものになりますと，そういうことばかりでは事業者からすると収支が出

ませんから，成り立たなくて，やむを得ず，最初は住宅だけでやれると

思っていたのが，環境が変わってとか，他でも増えてきたから売れない

なとなると，入ってくれるようなものを探して，それが住宅とマッチす

る。物販みたいなものならば，やむを得ずというのがありがちな形です。

今回のものも確かに当初の計画とはずれていますし，大きな構想という

ところからすると少しずれてきますけれども，我々民間からすると，ど

の程度のものになるかわかりませんが，ありがちな話の１つであると思

うんです。ただ，パナソニック社は大きな会社で，かなり誠実にいろい

ろ意見をやり取りしながらやっていらっしゃるのではないかという気は

いたします。もっと乱暴なところですと，そんなこと言ったって自分の

土地だとか，そんなことでは商売が成り立たないと言って，かなり強引

にやるところもありますから，その点，天下のパナソニックさんはいろ

いろな業績もありますから，ここは何とかきちんとされたいという意向

もあった上で，どこかで収支尻をという１つの要素であると思うんです。

結論から言うと，これはなかなか難しいと思います。それを我々がいい

のか，悪いのかと言われたら私はわからないのですが，審議会として少

し置いた立場からすると，やむを得ないところもあるのではないかとい

うのが結論です。民間でやりますと，どうしてもこういった要素も出て

くるというのはご理解いただいた方がいいかなという気はいたします。 

Ｊ委員  いろいろ経緯があると思いますが，ここの大きな目標が「スマートタ



 27

ウン」という環境に配慮した，これからの新しいまちづくりを模索して

いく見本になるようなモデル地区ということで，開発をされ，事業者と

してそれを売りにしていくということだと思っています。それを前提に

すると，生活支援地区というと，開発型のイメージがあってどんどんＣ

Ｏ２が増えていくのではないかという懸念があったりするけれども，環

境ということだけで見ていくと，今の説明でいくと，駐車場ができると，

どうしても排出量はどうなるのかと考えてしまいますので，環境という

ことをうたっている地区ということでいきますと，そこの環境にどの程

度影響が出てくるのか，それは大丈夫なんだろうということをはっきり

示していった方が納得がいくと思います。 

  多分，ここの中のつくり込みとしては緑化をたくさんしますとか，支

援地区が物販になるかもしれないけれども，市民に対して地産地消型の

物販にするとか，いろいろな工夫は出てくると思うんですが，環境配慮

の方針の中でうたわれているものがずれていませんと言えることを示し

ていただくのであれば，これは納得いくというふうに考えます。 

Ａ委員  なぜ手続きにこだわったかというと，最初は小規模の店舗をつくろう

と思っていたのに，大きくせざるを得ない事情ができたところで，駐車

場も必要になってというところまではわかるんです。駐車場が必要なら

店舗を下げて，前側に置けばスマートタウンの中に車はそんなに入って

こない。あるいは前の方に立体駐車場を置けば，その中の道路を車が動

くということはないけれども，それをやったら恐らく建築費がかさむか

ら商売に響くであろうというような営業的な判断があったのではないか

という疑いがどうしてもぬぐえないものですから，最初は伏せておいて

後から，やはり駐車場が要るので後ろ側につくらせてくれと，店舗は路

面店で前にどんどん目立つようにしたい，入りやすくしたいというよう

なところではないか。事業をやっている方にとってそれは当たり前のこ

とで，採算の取れない店をつくってもしようがないので，とは思うけれ

ども，そのもう１つ前の段階で，なぜ車が入ってこないということと，

商売が成り立つということのすり合わせをするような仕組みがつくれな

かったか，あるいはそういう動きが取れなかったのか，とても残念に感

じますが，これの決を取るとしたら，どちらかに手を挙げることにはな

ると思うけれども，都市計画審議会ですので，地区計画ということとは

直接結びつかないかもしれないけれども，これからもたくさん大規模商

業施設はつくられると思うんです。そういうときに同じことをやらない

ようにするための仕組みをつくるべきであろうということを申し添えた

いと思います。 
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Ｋ委員  近くに住む市民として，あそこの道路はすこぶる悪いんです。特に土・

日の３時以降，横浜に向かう道路はずっと渋滞しているんです。それか

ら秋，春の行楽シーズンそしてこれから夏の海水浴客が使われるので，

かなりの渋滞が予想されます。ＣＯ２削減ということで言いますと，渋

滞を解消するのはかなり厳しいのではなかろうかと感じています。特に

夏場は，先ほどアイドリングストップという話が出たけれども，猛暑の

中，アイドリングストップで本当にしのげるのか。特にショッピングセ

ンターとかお子さん連れが多いときに，暑い中にお子さんを車に入れた

まま，アイドリングストップをして放っておいていいのかなという疑問

を持ちますので，その辺は警察とどのような渋滞緩和をするのかをよく

考えてやっていただきたいと思います。 

会長  他にご意見はありませんか。 

  地区計画だから変更があれば認める方向であるという一方で，方針と

して，このまちをどうしたいかというのに合っているのか，合っていな

いのかというあたりを事務局としてどうお考えなのか。そして場合によ

っては継続審議にするという道もあると思うんですが，どうしたいです

か。 

事務局  さまざまなご意見ありがとうございます。基本的な方針の中で，今回，

ここに導入されてくる店舗，実際の名前を言いますと「ツタヤ」ですけ

れども，その業種自体悪いというふうには私ども考えておりませんし，

むしろ新しいライフスタイルの創造とか，文化的な側面という意味から

考えると，この地区内に住まわれる方にとっても非常に利便性が高いで

しょうし，周辺の地区外の方々にとっても，そこに来ることによって非

常に便利になったり，おしゃれな空間が提供されたりということで，決

して悪いものではないと考えております。 

  ただ，そこで問題になるのは，人気があるということは結局，人を呼

び込んで車が非常に多くなってしまって，交通渋滞とか駐車場待ちが多

く発生するということ自体が，このまちのコンセプトとしてどうなのか

というところが課題だと思っておりますので，まず，そこのことについ

ては事業者ともまちのイメージダウン，ひいては事業者そのもののイメ

ージダウンにもつながりかねないから，そこのところはきちんとしてく

ださいということは，これまでもお話をしてきましたし，今後もそれは

何度も伝えていこうと考えております。ただ，最初に考えていたことと

微妙に変わってきて変更せざるを得ないという形が，どうしても事業者

サイドの大店法絡みではあるけれども，そういったところが逆に私ども

に情報が流れてこないままに，そういう形で先行して進んだ中で地区計
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画を変更しないと何となく整合が取れないような形になって，それを同

意するような形になってしまったために，市の考え方としてどうなんだ

というところが問われる結果となりましたし，そこのところは今後十分

に注意していかなければいけないと考えております。 

  あくまでも今回の形としてどういうふうにしていくかということで，

先ほどＦ委員からもお話がありましたが，北側のところが店舗の駐車場

として大半の面積が取られておりますので，その残りのところが拠点セ

ンターという形で当面はつくっていくと，ただ，そこのところに新たな

店舗をつくって，もし立体駐車場をつくったということで，もちろんそ

の可能性はないとは言いませんけれども，そこまでしてそこにやってい

くということは可能性としては非常に低いだろうと考えております。拠

点地区であっても今回変更するところは，そんなに高いものを必要とし

ているわけではありませんので，高さ制限を 10メートルなり 12メート

ル，高くても15メートルというふうに新たに入れていくということもも

ちろん，その方がよりベターかと考えておりますけれども，可能性とし

てはそこにビルで立体駐車場をつくってというようなことは可能性は低

いですし，事業者としても「サステイナブル・スマートタウン」と銘打

っている中で，そこにパーキングタワーを建てるようなことは，恐らく

しないだろうというふうに考えておりますので，事実上，そういうこと

の心配はないと考えておりますので，事務局としては，できればこのま

ま進めさせていただければと考えておりますけれども，一言言わせてい

ただくと，地区計画ということで先ほどお話がありましたけれども，こ

の制度のある意味，限界といったところも感じておりまして，本来の地

区計画ですと，旧市街地のところにみんなでルールをつくって，こうい

うものは建てられないようにしましょうとか，高い建物ができないよう

にしましょうというのを皆さんでルールをつくっていくわけですけれど

も，このような開発で権利者が１人あるいは２人という中で，開発を最

初にするときに，それを売るための手段として地区計画をつくっていく

ということで，逆に申出があると，市として拒否するという手立てがあ

りませんので，それがマスタープランに大きく適合しているものであれ

ば「やりましょう」という形になります。そうすると，何か市が開発事

業者の片棒をかついでいるようなイメージにどうしてもなってしまう部

分があって，今後の地区計画の定め方というところも，蛇足ですが，今

後いろいろ考えていかなければいけないと思っております。いずれにし

ても，私どもとしては，できればこのまま事業者ときちんと話し合いを

した中で進めていくつもりですので，計画として変更をさせていただけ
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ればと，事務局としては考えております。 

会長  このまま決めてほしいということですが，継続とした場合，議論をし

尽くすという面はあるかもしれませんが，何か具体的にメリットはあり

ますか。 

事務局  もちろん事業者等も審議会でそのまま決を得られずに継続審議になっ

たということであれば，まずそれを重くとらえていただく必要がありま

すので，それを十分に事業者に伝えて，全体的な考え方の中で十分に配

慮して，今後の進め方も含めてやってくださいと指導する形になります。

もし継続になった場合，例えば北側の今回変更するところが20メートル

の高さ制限になっていますので，現実にそこに駐車場として確保する必

要があるという理由で，そこを生活支援地区にしているだけなので，拠

点センターというものがどのくらいの高さが必要なのか，恐らく12メー

トルぐらいあれば十分と考えておりますので，それを再度確認した上で，

12メートルぐらいの制限にするという形で再度お諮りをするというよう

なことが，具体的な内容としてはその程度になるかと思います。 

会長  経験の長いＦ委員，決を取るのか，継続審議にするのか，どういたし

ましょうか。 

Ｆ委員  継続にできるのなら継続がベターだと納得されるのではないか。その

間，調べものをしていただいて，次回はもうちょっとスマートに説明し

ていただくとか，本当に急いでいるのであれば，決を取った方がベター

かもしれない。 

会長  場合によっては内容の変更はあるかもしれないとか，その辺の時間的

なものはどうですか。 

事務局  先ほどもお話しましたけれども，現在，建築自体は進行しております。

そこに必要な駐車台数を確保するのであれば，そこのところに違法な部

分はございません。ただ，地区計画の土地利用の方針とちょっと違うと

いうことで，今回，変更する形になりますので，直接の建築確認行為と

か，法令が変更されないと，今の建築行為が違法になるということでは

ございません。逆に言いますと，これが変更されなくても現地はできて

しまうという形になりますので，次回，８月ぐらいに都市計画審議会が

あると思いますけれども，そのころにはオープン直前になっているとい

うような状況になるかと思います。 

Ｆ委員  結局，今回決めてほしいということですか。 

Ｋ委員  地区で決めたルールを自分たちで破ってやるということなのかどうか

です。 

会長  結局，どうしますか。 
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事務局  皆さんのご意見で，もう一度よく考えて再度ということになれば，そ

のようにさせていただきたいと思います。 

会長  継続にしたい方が大半を占めていれば継続にします。それでは，この

件は継続審議が適当であると考えられる方，挙手をお願いします。（挙手

多数） 

  挙手多数ですので，継続といたします。事務局は，次回には皆さんが

納得できるようなご説明をお願いします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  次の報告事項ですが，既に時間が 12 時を過ぎておりますが，どうされ
ますか。 

事務局  報告事項については時間も既に過ぎておりまして，何人かの委員さんも

お帰りになられていることもございますので，いずみ野線の延伸に向けた

想定しているＢ駅の現在の状況についてご説明させていただこうと思っ

たのですが，実はこれにつきましては，６月議会にご報告させていただき

ます。それを踏まえまして，次回の８月に再度，皆様にきちんとご説明さ

せていただきたいと思いますので，きょうは割愛をさせていただければと

存じます。資料をごらんになって，何かありましたら事務局にお問い合わ

せ等いただければと思います。 
会長  委員の方から何かありますか。（なし） 
  それでは，マイクを事務局にお返しします。 
事務局  長時間のご審議，ありがとうございました。 
  次回，第 147回藤沢市都市計画審議会は８月下旬ごろを予定しておりま

すが，議案等は後日，ご案内させていただきます。 
  閉会にあたりまして，計画建築部長からごあいさつ申し上げます。 
計画建築部長   本日は長時間にわたりましてのご審議，ご意見ありがとうございました。

事務局を代表して心から御礼申し上げます。次回８月の第 147回都市計画
審議会におきましても，委員の皆様の多くのご意見を賜りたいと存じます

ので，よろしくお願いいたします。 
  以上で，第 146回藤沢市都市計画審議会を終了いたします。 

午後０時 15分 閉会 


